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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、ヌートリア、アライグマ、ハクビシン、ニホ

ンジカ、ハシブトガラス・ハシボソガラス（以下「カラス

類」という）、カワウ 

 計画期間 令和４年度～令和６年度 

 対象地域  湯梨浜町全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

面積（a） 金額（千円） 

イノシシ 果樹（梨など）・水稲 114 1,259 

ヌートリア 水稲・野菜（スイカなど）   ‐ ‐    

カラス類 果樹（梨・ブドウなど）   ‐    ‐ 

アライグマ・ハクビ

シン 

－   ‐    ‐ 

ニホンジカ 果樹（梨）・造林木（クヌ

ギ・ヒノキ） 

‐     ‐ 

カワウ 淡水魚（アユ・フナなど）   ‐    ‐ 

 

（２）被害の傾向 

○イノシシ 

平成２９年度から令和３年度にかけて捕獲数は増加しているが、近年

の被害は増加傾向にある。主な被害作物は、梨・水稲であるが、従来、山

間部の梨果樹園を中心に被害が発生していたところ、近年は里部・平野

部の水田や果樹園で多く目撃・被害が発生するようになり、状況に即し

た被害対策が必要となっている。 

年    度 H29 H30 R1 R2 R3 

被害額(千円) 1,416 2,232 3,576 13,064 1,259 

被害面積(a) 70 121 325 300 114 

 

○ヌートリア 

令和３年度の捕獲数は４８頭を数え、畦畔に穴を開ける等の被害が毎

年発生している。東郷池周辺の水田や水路、天神川付近の水路を中心に

目撃されており、特定の地域での被害対策が必要となっている。 

 

○カラス類 

町内全域で被害が発生。梨・ブドウ等で、収穫前の果実を落としたり、
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袋に穴を開け果実を食害するほか、生ゴミを散らかす等の生活被害も発

生している。 

 

年    度 H29 H30 R1 R2 R3 

被害額(千円) 126 2,745 ― 603 ― 

被害面積(a) 12 291 ― 10 ― 

 

○アライグマ 

町内では東郷地区で 2 頭、泊地区で 1 頭捕獲されている。発見から捕

獲があったので、今後東郷、泊地区を重点的に対策を講じる必要がある。 

 

○ハクビシン 

  鳥取県東部で急激に生息分布を広げており、町内でも目撃情報があっ

たことから、町内でブドウやイチゴの被害が懸念される。 

 

○ニホンジカ 

令和３年度の捕獲数は５７頭を数え、町内において里部への出没や果

樹園への侵入・樹皮の食害による被害が発生し、農業者から目撃情報や

捕獲要請があるなど、町内全域での被害対策が必要となっている。 

年    度 H29 H30 R1 R2 R3 

被害額(千円) ― ― 106 ― ― 

被害面積(a) ― ― 9 ― ― 

 

○カワウ 

  直接の被害額の把握はできていないが、町内の天神川流域・東郷池周

辺に多数生息しており、遡上してきたアユや保護育成しているフナ等を

食害している。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和６年度） 

イノシシ、ヌートリア、カ

ラス類、アライグマ、ハク

ビシン、ニホンジカ、カワ

ウ 

 

114 a 

1,259 千円 

 

79a 

881 千円 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

○イノシシ･カラス類 

捕獲員の人件費等、必要な経

○イノシシ・カラス類 

被害を受けた農家からの要
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る取組 

 

 

費を補助している。 

 

 

 

請に応じて調査・わなの設置等

により対策を講じているが、隊

員数の不足により迅速に対応

できない地域がある。 

イノシシについては、近年、里

部への出没が増加し、水田に侵

入する事例が多発する等、生息

域が拡大傾向にある。また、カ

ラス類は対策への適応能力が

高く、対策に多大なコストや労

力を要している。 

○ヌートリア・アライグマ 

町で捕獲器材（箱ワナ）を購

入し、捕獲許可を出した狩猟免

許所持者・講習を受けた捕獲従

事者に貸与して、捕獲していた

だいている。 

また、防除実施計画を策定

し、それに基づき捕獲を推進し

ている。 

 

○ヌートリア・アライグマ 

捕獲技術に差があることや、

実際に活動されている捕獲従

事者が少なく、地元からの要請

に応じた迅速な対応ができな

い地域がある。 

ヌートリア・アライグマ防除

実施講習会の開催により、捕獲

従事者のさらなる育成、確保に

努める必要がある。 

○カワウ 

 特になし 

○カワウ 

鳥獣被害対策実施隊および

猟友会員について、被害を受け

ている漁業者の要請に迅速に

対応できる人員が不足してい

る。今後、狩猟者の育成、確保

に努める必要がある。特に近年

は第１種・第２種狩猟免許を取

得される方がいないことが問

題である。 

 ○ハクビシン 

特になし 

○ハクビシン 

鳥取県東部で分布が拡大、町

内でも目撃情報がある。県外で

はイチゴ、ブドウ等で大きな被

害が発生しており、町内での被

害が懸念される。外来種であ

り、速やかに捕獲する必要があ

る。 

防 護 柵 ○侵入防止柵の設置・管理 ○侵入防止柵の設置・管理 
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の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

被害を受けている集落や、果

実・水田の生産組合が中心とな

って侵入防止策を設置してい

るが、集落としてまとまりが難

しく個別柵にならざるを得な

い状況が続いている。 

 

 

 

 

ほ場整備されていない果樹

園が多いという地域性、耕作放

棄地の急増、複数の地域からの

入り作の増加と言った要因か

ら、集落全体の農地を囲う取り

組みが難しく、侵入防止柵の設

置効果が十分発揮されていな

い。 

近年は被害が里部に広がる

傾向にあり、設置要望がある地

区については、話し合いを充分

に行い、集落全体による侵入防

止柵の設置するように促進す

る。 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

〇緩衝帯の設置、放任果樹の除去 

被害を受けている集落や、果

実・水田の生産組合に緩衝帯の

設置、放任果実の除去の助言し

ている。 

〇緩衝帯の設置、放任果樹の除去 

耕作放棄地の増加により管

理不足のほ場が増え、イノシシ

等の生息域が集落や農地周辺

に及んでいる。また、果樹園が

多い地域性のため放任果実が

問題である。 

 

（５）今後の取組方針 

○全鳥獣対象 

町独自の狩猟免許取得経費に対する補助の創設や、就農した町役場職

員ＯＢや退職就農者など農業者等への狩猟免許取得促進などを行い、要

望に即応できる隊員数の増加を目指す。 

 

○イノシシ 

被害の中心が里部・平野部へ移行しつつあることから、地域での話し

合いを積極的に推進し、組織ぐるみ・集落ぐるみの侵入防止対策を講じる

ものとし、侵入防止柵の設置については極力飛び地とならないように、集

団的に取り組むことを原則とする。 

また、鳥獣被害対策実施隊の活動を中心に、捕獲による個体数調整を

推進するとともに、狩猟者の確保、育成にも取り組んでいく。 

農家を中心とした鳥獣被害防止活動として、イノシシの引寄せとなる

農作物残さの処分やヤブ等を刈り払う緩衝帯の設置に取り組むよう、啓

発を行っていく。 

 

○ヌートリア・アライグマ 
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町主催の講習会を定期的に開催し、捕獲に対応できる人員の確保を行

っていく。講習会等を受講することで、狩猟免許を所持していない農家等

でもヌートリア・アライグマを捕獲できる体制を整備・促進し、年間を通

じた迅速な捕獲を実施する。 

ヌートリアについては、農作物への被害を最小限に留め、地域からで

きるだけ排除することを目指す。 

アライグマについては、目撃情報等があった場合、速やかに対応し、地

域への定着を阻止する。 

 

○ハクビシン 

  新たに町内に侵入しつつある外来種であり、目撃情報等があった場合、

速やかに対応し、地域への定着を阻止する。 

 

○カラス類 

年数回の一斉捕獲や、道具を使った威嚇による追い払いを徹底する。

農家への啓発活動を行い、くず梨等の摘果物の除去や、テグスやネット張

りにより、農作物に寄せ付けない対策を徹底する。 

 

○ニホンジカ 

里部への出没や狩猟での捕獲等、生息数の増加を示す兆候が確認され

ており、捕獲活動を支援することにより捕獲を強化する。 

 

○カワウ 

 淡水魚等の産卵期や育成期の被害を防止するため、稚魚の放流時期（５

月～１０月）から適切な時期を選定し、追い払いや捕獲を実施すること

で、漁業資源の保護対策を徹底する。 

町独自の免許取得助成制度などを活用して、第１種・第２種狩猟免許

の取得を推進し、要請に対応できる人員の確保を目指す。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

鳥獣被害対策実施隊を設置し、農業者等の捕獲要請に応じて捕獲活動を

実施している。 

【鳥獣被害対策実施隊 構成状況】 銃猟従事者 １１人  わな猟従事

者 ２０人 

 

また、ヌートリア・アライグマについては、外来生物法に基づく特定外来

種防除計画を策定し、農家等の地域住民が参加した捕獲体制を整備してい

る。【捕獲従事者の登録状況】 ７９人（令和３年１２月末現在） 
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（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 

４ 

年度 

イノシシ ・狩猟免許取得補助等の活用による狩猟者の養成･

確保 

・町広報誌、防災無線等を活用した注意喚起 

・ヌートリア、アライグマの捕獲と安全に関する講

習会の開催による捕獲従事者の確保 

ヌートリア 

アライグマ 

カラス類 

ニホンジカ 

ハクビシン 

カワウ 

令和 

５ 

年度 

イノシシ ・狩猟免許取得補助等の活用による狩猟者の養成･

確保 

・町広報誌、防災無線等を活用した注意喚起 

ヌートリア 

アライグマ 

カラス類 

ニホンジカ 

ハクビシン 

カワウ 

令和 

６ 

年度 

イノシシ ・狩猟免許取得補助等の活用による狩猟者の養成･

確保 

・町広報誌、防災無線等を活用した注意喚起 

ヌートリア 

アライグマ 

カラス類 

ニホンジカ 

ハクビシン 

カワウ 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 
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○イノシシ 

 年間６５０頭を目標とする。 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

捕獲数 222 415 396 562 625 

 

○ヌートリア 

 年間６５頭を目標とする。 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

捕獲数 47 64 50 50 48 

 

○カラス類 

 年間１０羽を目標とする。 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

捕獲数 5 2 0 3 0 

 

○ニホンジカ 

 年間６５頭を目標とする。 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

捕獲数 10 26 25 42 57 

 

○アライグマ・ハクビシン 

目撃情報等があった場合、速やかに対応し、地域への定着を阻止する。 

 

○カワウ 

 目撃情報が増加しており、今後、急激に被害が増加、拡大することが予想

され、全国的に深刻な問題になっていることもあり、地域から目撃情報を

集め効果的な捕獲体制を整備する。 
 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

イノシシ ６５０ ６５０ ６５０ 

ヌートリア ６５ ６５ ６５ 

カラス類 １０ １０ １０ 

ニホンジカ ６５ ６５ ６５ 

アライグマ・ 

ハクビシン 
随時 随時 随時 
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 捕獲等の取組内容 

（湯梨浜町全域） 

○イノシシ 

  捕獲手段：箱わな・くくり罠・銃器を基本とする。 

  実施予定時期：通年 

 

○ヌートリア 

捕獲手段：箱わなを基本とする。 

実施予定時期：通年 

 

○カラス類 

捕獲手段：一斉捕獲（銃器）を基本とする。 

実施予定時期：通年（一斉捕獲は２回／年） 

 

○ニホンジカ 

捕獲手段：箱わな・くくり罠・銃器を基本とする。 

  実施予定時期：通年 

 

○アライグマ・ハクビシン 

捕獲手段：箱わなを基本とする。 

実施予定時期：随時（目撃情報等に基づき迅速に対応） 

 

○カワウ 

捕獲手段：銃器を基本とする。 

実施予定時期：５月～１０月 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

  

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

イノシシ 電気柵 10,000ｍ 電気柵 10,000ｍ 電気柵 10,000ｍ 
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ニホンジカ ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 6,000ｍ ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 6,000ｍ ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵 6,000ｍ 

ヌートリア ネット柵 445m 

（再編整備） 

  

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

  令和４年度   令和５年度   令和６年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

果実・水田の生産

組合による適切な

設置、維持管理。 

果実・水田の生産

組合による適切な

設置、維持管理。 

果実・水田の生産

組合による適切な

設置、維持管理。 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 

４ 

年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

集落や果実・水田の生産組合に緩衝帯の設置、放

任果実の除去の助言を行う。 

 

令和 

５ 

年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

集落や果実・水田の生産組合に緩衝帯の設置、放

任果実の除去の助言を行う。 

 

令和 

６ 

年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

集落や果実・水田の生産組合に緩衝帯の設置、放

任果実の除去の助言を行う。 

 
 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

湯梨浜町 ・緊急パトロール（産業振興課） 

・住民への注意喚起、関係機関への情報伝達 

産業振興課 →（総務課 防災対策係→所轄

警察署・出没地域自治会長） 

（教育総務課 →小中学校） 

（子育て支援課→こども園、保育園） 

       →鳥取県中部総合事務所 

       →地元猟友会・湯梨浜町鳥獣被

害対策実施隊 隊員 

・緊急パトロールおよび緊急捕獲 

鳥取県中部総合事務所 ・町と連携、指導助言 

倉吉警察署 ・緊急パトロール、住民への注意喚起 
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（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

      通報        防災無線 

 

 

 

 

 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した対象鳥獣は、捕獲現場での埋設や自家消費を基本とし、適切に

処理を行う。 

イノシシについて、食肉として利活用するために処理加工施設に持ち込

んで処理を行う場合がある。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 現在、イノシシについては自家消費等を行う従事

者が大半であり、一部の従事者が近隣の市町にある

民間事業者を利用し、食肉として処理している。 

民家事業者の処理能力を超えない範囲で、利用の

推進を検討する。 

ペットフード 現時点での利用なし。今後利用の推進を検討する。 

皮革 現時点での利用なし。今後利用の推進を検討する。 

その他 

（油脂、骨製品、角製

品、動物園等でのと

体給餌、学術研究等） 

 現時点での利用なし。今後、状況に応じて検討す

る。 

 

（２）処理加工施設の取組 

 

発見者 湯梨浜町 

倉吉警察署 

中部総合事務所 

住   民 

関係機関 

（小中学校、こども園、保育園） 

（区長） 

湯梨浜町鳥獣被害対策実施隊 

猟友会倉吉支部東郷分会及び 

羽合分会 
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（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 
 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 湯梨浜町鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

湯梨浜町 ・被害防除に関すること 

・捕獲対策に関すること 

・協議会の運営に関すること 

鳥取中央農業協同組合 ・被害防除に関すること 

・捕獲対策に関すること 

・協議会の運営に関すること 

鳥取県農業共済組合中部支所 ・被害防除に関すること 

・鳥獣による農業被害に関すること 

・協議会の運営に関すること 

鳥取県猟友会倉吉支部東郷分

会及び羽合分会 

・鳥獣捕獲体制に関すること 

・担い手研修に関すること 

・捕獲技術の研修等に関すること 

湯梨浜町農業委員会 ・水田、畑作地域の事業実施に関すること 

鳥取県中部総合事務所 

農林局・環境建築局 

・全体計画の助言に関すること 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

鳥取県鳥獣対策センター 

緑豊かな自然課 

・全体計画の助言に関すること 

    

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

鳥獣被害対策実施隊は、町内における農林水産業等に係る被害の原因と

なっている鳥獣の捕獲や、被害防止策を適切に実施する。また地域からの

派遣要請や、被害防止のため、町長の指示により現地調査を行い、最適な捕

獲方法を決定し、その対策を実施する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

専門家の指導による現地研修会等を開催し、イノシシ・ニホンジカ侵入防
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止柵等の正しい設置･維持管理方法、カラス類の効果的な被害防止技術など

の普及定着を図る。 

 


